
窓口での第三者請求について 

 … 会社名称、会社所在地、代表者氏名、社印または代表者印 

 … 窓口に来た社員の住所、氏名 

 … 利用目的 

 

【添付書類等】 

① 疎明資料（契約書の写し等、契約者と請求者の利害関係（契約日、契約内容等があり、契約者が自署

したもの）が確認できるもの） 

※電子データのみで契約書等が存在しない又は契約者の自署がない場合は「契約内容に相違ない」旨

を記入し、社名+社印または代表者名+代表者印を押印する 

② 会社の代表者が来庁する場合、 

・登記事項証明書または代表者事項証明書の原本（発行から 3 ヶ月以内）※原本還付可 

社員が来庁する場合、 

・社員証、在職証明書等の所属がわかるもの又は代表者からの委任状 

・（戸籍のみ）登記事項証明書または代表者事項証明書の原本（発行から 3ヶ月以内）※原本還付可 

③ 来庁者の本人確認書類（運転免許証等）※社員証等に記載された氏名と一致しているもの 

《該当する場合は以下の書類》 

④ 債権者と請求者が異なる場合（債権譲渡、業務委託、社名変更、合併・分割等） 

・譲渡契約書、委託契約書、履歴事項証明書等の写し 


